
地域を変えるための切り口 体制整備等 ／ 調査等 ／ 安全・安心な農産物生産 ／ 中山間地域振興 ／ 環境保全
目 担い手の育成 研修・訓練 ／ 労働力確保等 ／ 経営改善 ／ その他（狩猟者の確保）
的 農地の利用集積 遊休農地対策
別 生産基盤の整備 その他（侵入防止柵）

機械・施設の整備 施設導入 ／ 機械購入

実施主体別 市町村／農協／農業委員会／土地改良区／法人／任意団体／地域協議会

事業名 鳥獣被害防止総合対策事業（国庫・継続）
【鳥獣被害防止総合対策交付金】

アピール 鳥獣による農林水産物への被害を防止するための取組をソフト・ハード面か
ポイント ら総合的に支援する。

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための 予算額（千円） 87,440
事 特別措置に関する法律」により市町村が作成する「被害
業 防止計画」に基づき、地域協議会等が実施する鳥獣被害 国 87,440
の 防止対策の取組等を総合的に支援する。 内
趣 県 －
旨 訳

その他 －

１ ソフト対策 補助率 標準事業費
事 （１）地域ぐるみの被害防止活動
業 ア 生息状況調査、捕獲機材の導入、捕獲・追払い、放 ソフト対策 ソフト対策
の 任果樹の除去、緩衝帯の整備等 定額 定額補助の
内 イ サル・クマ・鳥類の各複合対策（捕獲や追払いなど複数の取組） 1/2以内 限度額は50
容 ウ 他地域の人材を活用した取組 （鳥獣被害 万円～
等 エ ＩＣＴ等新技術の活用(ＩＣＴを活用した捕獲や追払いなど複数の取組) 対策実施隊 （鳥獣被害対

オ ＧＩＳを活用した被害対策等の可視化定着支援 が行う取組 策実施隊の捕
カ 集落点検の促進 等 は 定 額 獲有資格者数

（２）大規模緩衝帯の整備や一度に相当数を捕獲する誘導捕 （限度額あ な ど 体 制 に
獲柵わなの整備 り)） よって加算、

（３）ＩＣＴ等新技術実証 その他メニュ
（４）農業者団体等民間団体による被害防止活動 ーごとに設定
（５）ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組(販売拡大、搬入促進支援等) あり）
（６）鳥獣被害対策実施隊の体制強化（実施隊員の人材育成、新規猟銃取得支援）
（７）捕獲サポート体制の構築
（８）ＩＣＴ活用による情報管理の効率化
（９）簡易的な集合埋設設備の設置等支援
（10）農林水産業に被害を及ぼす野生鳥獣の緊急的な捕獲

２ ハード対策 ハード対策
（１）侵入防止柵等の鳥獣被害防止施設の整備(既設柵の地際補強含む) 定額
（２）捕獲鳥獣の処理加工施設(食肉利用等施設等)の整備 1/2以内
（３）捕獲技術高度化施設（射撃場）の整備 （侵入防止
《事業実施主体》 柵の資材費
①ソフト対策：地域協議会（市町村ほか関係機関で構成） のみの場合
②ハード対策：地域協議会等（地域協議会又はその構成員） は定額）

【採択要件】

１ 被害防止計画が作成されていること又は作成されることが確実に見込まれること。

２ 有害捕獲、被害防除及び生息環境管理のうち生息環境管理を含めた複数の取組が行わ

れていること又は行われることが確実に見込まれること。 等

【令和８年度実施計画等】２３地域協議会

実施期間 令和６～８年度 担 当 農林水産政策課 産業技術・防疫グループ
（内線５０４２、直通０１７－７３４－９７０２）
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地域を変えるための切り口 体制整備等 ／ 安全・安心な農産物生産 ／ 中山間地域振興 ／ 環境保全
担い手の育成 研修・訓練 ／ 労働力確保等 ／ 経営改善 ／ その他（対策実践者の確保）
農地の利用集積 遊休農地対策
機械・施設の整備 機械購入
実施主体別 県 ／ 農協 ／ 土地改良区 ／ 任意団体

事業名 鳥獣被害防止・地域活動緊急支援事業（国庫・県単・新規）
【鳥獣被害防止総合対策交付金】

アピール 農業者向けの研修会やモデル地区の設置により集落ぐるみの対策を推進する
ポイント ほか、農業者団体へ対策機材の導入を支援し、地域における被害防止対策の実

施体制の強化を図る。

野生鳥獣による農作物被害を低減するため、農業者をは 予算額（千円） 21,474
事 じめとした集落ぐるみの被害防止対策を推進するとともに、
業 農業者団体等に対して必要な被害対策機材の導入を支援す 国 400
の る。 内
趣 県 21,074
旨 訳

その他 －

１ 農山村集落ぐるみの鳥獣対策活動の推進 補助率 標準事業費
事 （１）農業者向け被害防止対策研修会の開催
業 （２）野生鳥獣を寄せ付けない環境整備に向けたモデル集落の
の 設置及び取組の普及
内
容 ２ 農業者団体等が実施する鳥獣被害対策への支援 1/2
等 （１）事業内容

農作物の被害防止目的で使用する対策機材等の導入に必
要な経費を補助

（２）補助対象経費
・捕獲に必要な機材（箱わな、囲いわな、くくりわな等）
・ＩＣＴ機器（センサーカメラ、捕獲通知器等）

（３）導入した捕獲わな等の活用例
ア 農業者団体に狩猟免許所持者がいる場合

団体職員自らが捕獲機材を設置し、捕獲活動を実施
イ 狩猟免許を所持する農業者の場合

農業者団体が捕獲機材を貸出し、農業者自らが捕獲
ウ 狩猟免許所持者がいない場合
→農業者が自らの事業地内で捕獲する場合は狩猟免許が
不要となる「囲いわな」を貸出し、捕獲を実施

→導入した捕獲機材を使用し捕獲活動は市町村等に依頼
《事業実施主体》

農業協同組合等

【採択要件（２関係）】

１ 農作物被害防止の目的であること。

２ 農業者団体が対策機材を導入・管理し、必要に応じて構成員等に貸し出すこと。 等

実施期間 令和８～10年度 担 当 農林水産政策課 産業技術・防疫グループ
（内線５０４３、直通０１７－７３４－９７０２）
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地域を変えるための切り口 安全・安心な農産物生産 ／ 環境保全
目 担い手の育成 その他
別 生産基盤の整備 その他（病害虫対策）

実施主体別 農協／任意団体

事業名 りんごのモモシンクイガ特別防除対策事業（県単・継続）
【りんごモモシンクイガ特別防除対策事業費補助金】

アピール 害虫の薬剤抵抗性発達や選択可能な農薬の減少、高温時におけるシンクイム
ポイント シ類の被害抑制に対応できる交信撹乱剤の普及拡大を支援する。

令和８年産りんごでのモモシンクイガ被害を防止する 予算額（千円） 275,000
事 ため、発生抑制に有効な交信撹乱剤による産地一丸と
業 なった防除に対し、支援を行う。 国 －
の 内
趣 ※事業実施主体である（公社）青森県青果物価格安定基 県 275,000
旨 金協会を通じて実施する間接補助事業であり、申請先 訳

は取組主体（農協）となっている。 その他 －

補助率 標準事業費
事 １ 交信撹乱剤による防除への支援
業 （１）事業内容 購入経費 10a当たり
の 令和８年産りんごのモモシンクイガ被害を防止するた の1/2以 の交信撹乱
内 め、取組主体が適合防除者に対し、交信撹乱剤（コンフ 内（税抜） 剤の使用量
容 ューザーＲに限る）の購入経費を補助するために要する （100～120
等 経費を、事業実施主体が補助するのに要する経費につい 本）

て、令和８年度予算の範囲内において、事業実施主体に
対し補助するもの。

（２）補助対象経費
取組主体が適合防除者に対して令和８年産りんごの防

除に使用する交信撹乱剤の販売価格の２分の１以上の額
を補助する事業に要する経費を基金協会が補助するのに
要する経費。

（３）事業実施主体
公益社団法人青森県青果物価格安定基金協会

（４）取組主体
県内の農業協同組合

（５）適合防除者の要件
採択要件のとおり

【採択要件】

１ 県内のりんご園地とその周辺のモモシンクイガ寄生果実栽培園地で実施される交
信撹乱剤を用いた防除であること。

２ ３戸以上の生産者がまとまって地域ぐるみで取り組むものであるか、又は大規模
生産法人など知事により適合していると認められること。

３ 防除する地域内にモモシンクイガ発生源（放任園、管理粗放園）があること。
４ 地域内において交信撹乱剤を令和８年から３年以上継続して設置する意向が確認
されていること

実施期間 令和８年度 担 当 りんご果樹課 生産振興グループ
（内線５１４７、直通０１７－７３４－９492）
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目 
的 
別 
 

地域を変えるための切り口  安全・安心な農産物生産 ／ 地域の活性化 
担い手の育成  経営改善 ／ その他（ＩＴ化） 
農地の利用集積  農地売買・貸借 ／ 規模拡大・集団化 
生産基盤の整備  その他（飼料基盤整備） 
機械・施設の整備  施設導入 ／ 機械購入  

  実施主体別 その他（公益社団法人あおもり農業支援センター） 

 

事業名 
草地畜産基盤整備事業（国庫・継続） 
【農山漁村地域整備交付金】 

アピール
ポイント 

 飼料基盤に立脚した酪農、肉用牛経営に係る担い手の育成を図るため、草地
の造成整備や畜舎等の施設整備を支援する。 

事 
業 
の 
趣 
旨 

 
 畜産物の安定生産を図るため、担い手への土地利用集積の
推進による規模拡大や地域内の土地資源を飼料基盤として活
用することにより、畜産主産地の形成と地域経済の活性化に
資する。 

予算額（千円） 193,358 

内 
 

訳 

国 142,500 

県 50,858 

その他 － 

 
事 
業 
の 
内 
容 
等 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 事業内容 

  事業参加者から委託を受けて行う牧場施設の建設整備 
（１）基本施設整備 
   草地造成改良、草地整備改良、給水施設整備等 
（２）農業用施設整備 
   隔障物整備、家畜保護施設整備、飼料調製貯蔵施設整備、 
 家畜排せつ物処理施設整備等 
（３）農機具等導入 
 
《事業実施主体》 
 公益社団法人あおもり農業支援センター 

補助率 標準事業費 

 
（１）、（２） 
国 50% 
県 15% 
 
（３） 
国 50% 
県 7.5% 

 
－ 

 

 

 

【採択要件】 
 １ 草地整備型（公共牧場整備事業） 
 （１）活性化計画により、畜産主産地育成の取組等が明らかであること。 
 （２）公共牧場の既存草地面積が 100ha（中山間地域は 50ha）以上であること。 
 （３）公共牧場を建設した事業の完成年度から起算して５年以上経過していること。 
 （４）事業完了後の受益面積が 60ha（中山間地域は 30ha）以上であること。 
 ２ 畜産担い手総合整備型（再編整備事業） 
 （１）活性化計画により、畜産主産地育成の取組等が明らかであること。 
 （２）事業参加者が 10 人（中山間地域については５人）以上であること。 
 （３）家畜飼養頭数（豚換算）が 2,000 頭（中山間地域は 1,000 頭）以上であること。 
 （４）担い手に係る畜産物生産が２分の１以上であること。 
 （５）受益草地等の面積が 30ha（中山間地域は 15ha）以上であること。 
【令和８年度実施計画等】 
 八森地区（六ヶ所村） 

 
実施期間 

 
昭和５９～令和 10 年度 

 
担 当 

 
畜産課 飼料環境グループ 
（内線４８２３、直通０１７－７３４－９４９７） 
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目 地域を変えるための切り口 体制整備等
的 担い手の育成 その他（担い手への支援）
別

実施主体別 地域協議会

事業名 多面的機能支払交付金（国庫・継続）

アピール 集落コミュニティの共同管理等により、農地が農地として維持され、将来に
ポイント わたって多面的機能が十分に発揮されることを確保するとともに、規模拡大に

取り組む担い手の負担を軽減し、構造改革を後押しする。

近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共 予算額（千円） 2,071,772
事 同活動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障
業 が生じる状況にあり、また、水路、農道等の維持管理に対 国 1,035,884
の する担い手の負担が増大し、担い手の規模拡大が阻害され 内
趣 ることも懸念される状況にあるため、多面的機能が今後と 県 517,944
旨 も適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等 訳

構造改革を後押しするため、地域活動に対して支援を行う。 その他 517,944

１ 農地維持支払 補助率 標準事業費
事 （１）対象者
業 農業者のみで構成される活動組織又は農業者及びその他 国 －
の の者で構成される活動組織 1/2
内 （２）支援対象
容 農地法面の草刈り、水路泥上げ、農道の砂利補充等の基 県
等 礎的保全活動 等 1/4

２ 資源向上支払 市町村
（１）対象者 地域住民を含む活動組織 1/4
（２）支援対象

・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動 等

３ 交付単価
（単位：円/10ａ）

地目 ①農地維持 ②資源向上 ③資源向上 ①、②及び

支払 支払（共同 支払（長寿 ③に取り組

活動） 命化） む場合

田 3,000 2,400 4,400 9,200

畑 2,000 1,440 2,000 5,080

草地 250 240 400 830

【採択要件】

１ 資源向上支払の対象農用地は、農振農用地区域であること。

２ 農地維持支払の対象農用地は、上記以外に地方公共団体が多面的機能の維持の観点か

ら必要と認める農用地も対象。

【令和８年度実施計画等】

交付対象農用地面積：44,731ha

実施期間 平成２６年度～ 担 当 農村整備課 生産基盤整備グループ
（内線４８８４、直通０１７－７３４－９５５４）
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目 地域を変えるための切り口 体制整備等 ／ 地域の活性化
的 ６次産業化の推進 加工・販売促進
別 担い手の育成 その他（販路開拓・拡大）
実施主体別 個人 ／ 任意団体 ／ 農協 ／ 中小企業 等

事業名 輸出市場販路開拓・拡大支援事業（県単・継続）

アピール 海外での市場開拓、販路拡大を目指す県内企業の取組を支援する。
ポイント

県内中小企業等の海外への事業進出を促進することによ 予算額（千円） 7,500
事 り、県内中小企業等の活性化を図る。
業 国 －
の 内
趣 県 7,500
旨 訳

その他 －

１ 事業メニュー 補助率 標準事業費
事 （１）海外見本市・商談会への出展事業
業 ブース借上げ・装飾費、通訳代、渡航費（１名のみ）、 1/2 500千円
の 輸送費、機器レンタル代、光熱水費、メール翻訳代（商談
内 後２回以内）、代理人費用（主催者・搬入業者との調整、
容 物品管理、商談実施など）
等 （２）外国語版ホームページ、パンフレット及び商品ＰＲ映像

作成事業
ホームページ作成費、企画・デザイン料、翻訳代、印刷

費、撮影費、編集費
（３）海外向け商品パッケージデザイン作成事業

パッケージ作成費、企画・デザイン料、翻訳代、印刷費
（４）国際規格・基準及び海外知的財産権の申請事業

申請・出願手数料、代理人費用、翻訳代、先行調査費
（５）海外向けインターネットショップ出店事業

インターネットショップ出店に係る初期登録費用及び
月額出店料（３か月以内）

《事業実施主体》
中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる者であって、県内

に本社・事業所を有するもの 等

【採択要件】

１ （１）及び（５）については、別途要件あり。

２ （２）～（５）について補助を受ける場合は、令和８年度中に海外見本市・商談会に

出展予定又は過去３年度以内に出展したことがあること。

実施期間 平成２６～令和８年度 担 当 県産品販売・輸出促進課 経済交流グループ

（内線４９４１、直通０１７－７３４－９７３０）
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目 担い手の育成 法人化 ／ その他（企業の農業参入支援）
的 農地の利用集積 規模額大・集団化
別 機械・施設の整備 施設導入 ／ 機械購入
実施主体別 県 ／ 法人

事業名 農林水産業への企業参入促進事業の（投資を呼び込むための支援）
（県単・新規）

アピール 企業が投資を通じて農林水産業へ参入することを支援する。
ポイント

県内外の異業種企業による本県農林水産業への資本参入 予算額（千円） 17,000
事 を促進するため、県内農業法人等が行う取組に対して、費
業 用の一部を補助する。（モデル事業） 国 －
の 内
趣 県 17,000
旨 訳

その他 －

補助率 標準事業費
事 １ 安定した供給体制の整備に対する支援
業 ①対 象 者 県内の農林水産事業者等 － ※県直営
の ②対象経費 原料調達等を目的に本県農林水産業に投資の
内 意向を示す外食事業社等に生産物を安定供給
容 するのに要する経費（アドバイザー経費、期
等 限付き職員の人件費、機械設備等のレンタル

料など）
③補 助 率 １／２（上限3,000千円、１モデル）

２ ニーズに対応した生産体制の強化に対する支援
①対 象 者 県内の農林水産事業者等
②対象経費 外食事業者等の投資を受け、ニーズに対応し

た生産体制を強化するのに要する経費（農業
機械・農業用ハウス等の購入費）

③補 助 率 １／３（上限7,000千円、２モデル）

－

実施期間 令和８～10年度 担 当 構造政策課 農地活用促進グループ
（内線５０６６ 直通０１７－７３４－９４６２）
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目 担い手の育成 研修・訓練 ／ その他（企業の農業参入支援）
的 農地の利用集積 農地情報収集・提供
別
実施主体別 県 ／ 法人 ／ 個人

事業名 農林水産業への企業参入促進事業（青森県農地情報サイトによる農地情報の発
信、農業力強化アドバイザー派遣）（県単・継続）

アピール ホームページでの農地情報提供、農業参入企業へのアドバイザー派遣
ポイント

農業の担い手確保・育成を図るため、企業の農業参入・ 予算額（千円） 3,196
事 定着に向けた農地情報の発信や技術習得に必要なアドバイ
業 ザー派遣等を行う。 国 －
の 内
趣 県 3,196
旨 訳

その他 －

補助率 標準事業費
事 １ 企業への農業参入の情報発信等
業 市町村、農業委員会が把握する売買・貸借可能な農地情 － ※県直営
の 報をホームページで公開
内 URL https://www.nounavi-aomori.jp/nouchi/
容
等 【サイトの概要】

ア 市町村（農業委員会）が把握する売買・貸借可能な農地
情報（位置、面積、地目等）を発信できるサイト（青森県
農業・就農情報サイト「農なび青森」内に構築）

イ 農地情報の登録は、市町村（農業委員会）が行う。
ウ 登録された農地情報は、地図上や市町村名、地目等の条
件検索により、絞り込み検索が可能。

２ 企業の農業参入・定着支援
企業の農業参入に必要な技術習得を支援するため、普及

ＯＢ・ＯＧ等のアドバイザーを派遣（10社程度/年）
ア 派遣対象 － ※県直営

農外から農業に参入した企業
イ 費用

アドバイザー派遣旅費は企業負担
謝金は県負担

ウ 申込先
構造政策課又は各農林水産事務所

実施期間 令和６～８年度 担 当 構造政策課 農地活用促進グループ
（内線５０６６ 直通０１７－７３４－９４６２）
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目 担い手の育成 その他（企業の農業参入支援）
的
別

実施主体別 その他（りんご関連企業）

事業名 農林水産業への企業参入促進事業（りんご関連企業支援）（国庫・継続）

アピール これまでにりんご生産を行ったことがない県内りんご関連企業が、新たにビ
ポイント ジネスベースでりんご生産を行うのに要する経費の一部を支援する。

りんご生産の担い手確保対策の一環として、青森県産り 予算額（千円） 4,800
事 んごを原料として取り扱う加工事業者及び県産りんごを取
業 扱う移出業者（以下「りんご関連企業」という）が、県内 国 2,400
の の園地においてりんご生産を行うのに要する経費の一部を 内
趣 支援する。 県 2,400
旨 訳

その他 －

１ りんご関連企業の生産参入支援 補助率 標準事業費
事 （１）事業内容
業 県内りんご関連企業が新たにりんごの生産に取り組む場 1/ 3以 1.2万円/a
の 合の生産に要する経費の一部補助 内
内 （２）補助対象経費 ただし、1
容 りんご生産に要する経費 事業者当た
等 （肥料費、農業薬剤費、光熱動力費、諸材料費、農機具 り上限120

借上費、人件費（りんご生産に直接従事するものに限 万円
る。））

（３）事業実施主体
県内に本社又は営業拠点があるりんご関連企業（子会社、

関連会社等含む）
（４）採択要件

下記のとおり

【採択要件】

次の(1)から(5)のいずれかに該当するりんご関連企業であること。

ただし、(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、これまでにりんご生産を行ったこと

のない(注)者に限る。

(1) 県内に本社又は営業拠点があり、県産りんごの加工実績が５年以上ある法人

(2) 県内に本社又は営業拠点があり、移出業における県産りんごの取扱い実績が５年以上あ

る法事

(3) (1)又は(2)の法人がりんご生産事業のために設立した子会社、関連会社等

(4) 県内に本社又は営業拠点があり、(1)に準ずる加工実績、又は(2)に準ずる移出業の実績

があると知事が認める法人

(5) 令和７年度青森県加工事業者のりんご生産参入支援事業において、事業期間のりんご売

上が生産費（減価償却費を除く。）を下回っている法人

(注)「これまでにりんご生産を行ったことのない」には、おおむね30アール未満の園地でり

んご生産を行っている場合を含む。

実施期間 令和７～10年度 担 当 りんご果樹課 戦略推進グループ
（内線５１５１、直通０１７－７３４－９４９１）
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